
 
 
 
 

 

渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地

登録から今年は 7 周年を迎えようとし

ていますが、この間自治体、民間で渡良

瀬遊水地関連の様々な事業・取組が行わ

れてきました。第２調節池では利根川上

流河川事務所による湿地保全・再生事業

によって大小さまざまな池が出現し、同

河川事務所や関東地方環境事務所、地元

４市２町や民間団体による渡良瀬遊水

地保全・利活用協議会も設立され、コウ

ノトリ・トキの舞うふるさとづくりの取

組も功を奏してコウノトリが定着する等、登録前には予想もしていなかった活況を呈して

います。しかし、ラムサール条約湿地である渡良瀬遊水地全体として数十年後に何を目標

にするのかという明確なビジョンは存在していません。ラムサール条約はすべての湿地の

ワイズユース（「賢明な利用」）を目指していますが、渡良瀬遊水地でのワイズユース実現

のためには、国と地方、自治体間、官民の垣根を越えて、一つの遊水地としての共通の将

来ビジョンの下での取組が必要です。 

渡良瀬遊水地関係者がより賢明になって垣根を乗り越え、誰もが「私たちの渡良瀬遊水

地」と呼べるような状況にしていくために、ラムサール湿地ネットわたらせは、民間の有

志が自由な立場で参画して意見交換する「わたらせ市民フォーラム」を２０１８年１月か

ら２０１９年 5 月までに４市２町すべてを回って全８回開催し、その成果を踏まえて登録

７周年となる２０１９年 6 月２９月に栃木市藤岡文化会館で渡良瀬遊水地の将来ビジョン

を提言するシンポジウムを開催します。 

2018 年１月に小山市、３月に栃木市、6 月に野木町、９月に古河市、11 月に板倉町、

２０１９年２月に加須市で計６回のフォーラムを開催し意見交換してきましたが、5 回目

以降のフォーラムでは具体的な提言内容意見交換を行っています。今回は裏面の提言事項

項目案の提言５から７について意見交換する第７回フォーラムを小山市まちなか交流セン

ター研修室で開催しますので、遊水地に関心のある方は奮ってご参加ください。 
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第７回わたらせ市民フォーラム 

〒323-0025 小山市城山町 3-7-5 城山・サクラ・コモンビル 2 階 

電話 ０２８５（２０）５５６２  満車の場合は市役所駐車場をご利用ください

ラムサール湿地ネットわたらせ 



第７回わたらせ市民フォーラム  ２０１９年３月２日 

 

開 会（10 時） 

第 1 部 提言事項項目案５に関する意見交換（10 時 15 分～） 

第 2部 提言事項項目案６に関する意見交換（11 時～１２時 25 分） 

＜昼食＞ 

第 3 部 提言事項項目案７に関する意見交換（13 時 25 分～14 時 50 分） 

第 4 部 提言事項項目案１～３の修正版に関する意見交換（15 時～１6 時 25 分） 

閉 会（１６時３０分）  

 

第８回わたらせ市民フォーラムは２０１９年５月１９日野木町/土地区画整理記念会館で午前 10 時

から開催します。 

 

 

提言事項項目案 

 

提言１ すべてのビジョン、計画、施策の基本は遊水地のワイズユース、ワイズユース

によって守られる遊水地の魅力と価値の確認と共有化 

提言２ ４市２町一体でのワイズユースを実現するための基本計画の策定と地域振興 

提言３ 治水・利水とワイズユース 

提言４ ワイズユースが求める生態学的特徴の維持と保全目標としての将来ビジョン

の定立／将来ビションと諸計画の一体性の確保と具体的な保全管理計画 

提言５ 官民共同による人材育成、施策の継続性の確保 

提言６ ４市２町官民協力の下でのアクセス、受け入れ態勢、エコツアー、情報提供（ガ

イドブック、ＷＥＢ/ＳＮＳ） 

提言７ 環境歴史教育、自然観察・体験学習、学校教育 

提言８ 遊水地の価値の共有と住民交流。 

提言９ 条約湿地、足尾鉱毒事件史跡、スカイスポーツ拠点等の関係サイトとの交流・

連携 

提言１０ 関係諸機関・組織の連携と協力／関係自治体議員連盟や民間組織の立ち上げ

 

※ その他スポーツ利用関係の提言事項項目も検討中 


